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1. はじめに 

2021 年 2 月 9 日、タイにおいて、海外から提供される電子サービスからの付加価値税（以

下、「VAT」という）の徴収を規定した歳入法 B.E.2481(1938)の改正を目的とした改正歳入

法（No.53）B.E.2564(2021)（以下「法第 53 号」という）が成立した。2021 年 9 月 1 日に

施行される予定である。 

 

以下、その改正点を詳述する。結論を先に述べると、改正によって、海外の「電子サービス」

（下記の定義規定参照）をタイ国内で当該サービスを利用する個人消費者などの非 VAT 登

録者に提供する事業者（以下「対象事業者」という）は、VAT 登録の義務を負い、（仕入 VAT

及び売上 VAT 間の相殺を行わずに）VAT を支払わなければならず、タックスインボイスの

発行も禁止されることとなる。そして、「電子プラットフォーム」（下記の定義規定参照）運

営者は、対象事業者がそのプラットフォームを通じて上記サービスの提供を行う場合、その

対象事業者に代わって VAT 支払い義務を負い、その義務と責任はその対象事業者と同等の

ものとされる。 

 

2. 納税関連文書等について 

改正により、作成及び提出等の対象となる納税関連文書が明示的に拡大された。 

これらの文書等については、改正前は「電子取引法で定める規則に準じて」作成及び提出す

ることと定められていたのに対し、改正後は「省令で定める規則及び手続きに従って」（当該

省令は、まだ発布されていない。）作成及び提出することと定められた。 

これにより、改正後は、これらの文書等を改正前と異なる規則にしたがって、電子的方法に

よって作成及び提出することができるものとした。 

 

第 3 条の 16〔改正前〕 

納税に関連する報告又は文書の提出、及びその他の歳入法に基づく文書の作成は歳入局長

が定めた規則、手順、及び条件に従って電子的方法により行うことができる。この場合、

電子取引法で定める規則に準じなければならない。 



 

 

第 3 条の 16〔改正後〕 

召喚状、納税通知書、帳票、タックスインボイス、報告書、証拠書類、その他歳入法に基

づいて入手、発行、使用しなければならない書簡、歳入局が納税者やその他の者と連絡を

取るために使用しなければならない書類、証拠書類、書簡、又は納税者やその他の者が歳

入局と連絡を取るために使用しなければならない書類、証拠書類、書簡は、省令で定める

規則及び手順に従って電子的手段を用いて作成することができる。 

第 1 項の省令は、電子取引に関する法律に準拠した文書の作成、提出、受領、保管のため

の関連規則及び手続きを定めるものとする。 

  

3. 定義 

① 「商品」について 

改正により「商品」の定義から、インターネット又はその他の電子ネットワークを介して配

信される無形の財産が明示的に排除された。 

 

第 77/1 条 9 項〔改正前〕 

「商品」とは、販売、使用、その他の目的の有無にかかわらず、価値を有し、所有するこ

とが可能な有形又は無形の財産を指し、すべての輸入品を含む。 

第 77/1 条 9 項〔改正後〕 

「商品」とは、販売、使用、その他の目的の有無にかかわらず、価値を有し、所有するこ

とが可能な有形又は無形の財産を指し、すべての輸入品を含む。ただし、インターネット

又はその他の電子ネットワークを介して配信される無形の財産を除く。 

 

② 「電子サービス」及び「電子プラットフォーム」について 

改正により、新たに「電子サービス」及び「電子プラットフォーム」が定義された。 

 

〔改正前〕 

規定なし 

第 77/1 条 10/1 項〔改正後〕 

「電子サービス」とはインターネット又はその他の電子ネットワークを介して配信される

無形の財産の提供を含むサービスで、基本的に自動化され、かつ、情報技術を使用せずに

は提供することが不可能なサービスを指す。 

第 77/1 条 10/2 項〔改正後〕 



 

 

「電子プラットフォーム」とは、多くのサービス提供者がサービス受領者に電子サービス

を提供するために使用するマーケット、チャンネル、その他の手続きを指す。 

     

4. VAT 課税について 

① 課税範囲と電子プラットフォームに課される義務について 

改正により、従来の条項（以下「第１項」という）に加えて、第２項及び第３項が加えられ

た。 

第２項によれば、対象事業者は、第１項の適用がなく、仕入 VAT を控除せずに売上 VAT を

計算し、VAT を支払わなければならない。そして確定申告書類を提出し、第 83 条にしたが

って納税しなければならない。 

第３項によれば、対象事業者が電子プラットフォームを通じて電子サービスを提供する場合

に、電子プラットフォーム運営者はその対象事業者に代わって VAT を支払う義務を負う。

電子プラットフォーム運営者の義務と責任は、対象事業者と同等とされる。 

 

第 82/13 条〔改正前〕 

タイ国外の事業者が、第 85/3 項に基づく VAT 登録を行わずに、一時的にタイ国内で物品

の販売又はサービスの提供を含む事業を行っている場合、又は事業者がタイ国外からサー

ビスを提供しそのサービスがタイ国内で使用される場合、事業者は VAT を支払う義務が

ある。事業者は、納税義務が発生した時点で、第三部に基づく課税ベースと第 80 条又は第

80/1 条に基づく課税率から算出した VAT の支払いを行わなければならない。 

第 82/13 条〔改正後〕 

第１項 

タイ国外の事業者が、第 85/3 項に基づく VAT 登録を行わずに、一時的にタイ国内で物品

の販売又はサービスの提供を含む事業を行っている場合、又は事業者がタイ国外からサー

ビスを提供しそのサービスがタイ国内で使用される場合、事業者は VAT を支払う義務が

ある。事業者は、納税義務が発生した時点で、第三部に基づく課税ベースと第 80 条又は第

80/1 条に基づく課税率から算出した VAT の支払いを行わなければならない。 

 

第 2 項 

第 1 項は、事業者が海外から電子サービスを提供しそのサービスを VAT 非登録者がタイ

国内で利用する場合には適用されない。この場合、当該事業者は仕入 VAT を控除せずに

売上 VAT を計算することで VAT を支払う必要がある。当該事業者は、確定申告書を提出

し、第 83 条に従って納税しなければならない。 



 

 

 

第３項 

第 2 項の事業者が、電子プラットフォームを通じてサービスの提供、サービスの対価の受

領、サービスの配信、及びその他歳入局長が定める行為からなる連続したプロセスで、電

子サービスを提供する場合、当該電子プラットフォーム運営者は、各事業者のサービス提

供内容を分類することなく、すべての事業者に代わって VAT の支払義務を負う。また、

当該電子プラットフォーム運営者は、第２項の事業者と同等の義務及び責任を負うものと

する。 

   

② VAT 支払い義務を有する主体について 

改正により、第 83/6 条（２)に但書きを加え、(a)(b)同上 

 

第 83/6 条〔改正前〕 

商品やサービスの支払いが以下の事業者に対して行われた場合、支払いを行う者は事業者

が支払い義務を有する VAT を送金する義務がある。 

(2) 海外からサービスを提供している事業者で、当該サービスがタイ国内で利用されて

いる場合。 

第 83/6 条〔改正後〕 

商品やサービスの支払いが以下の事業者に対して行われた場合、支払いを行う者は事業者

が支払い義務を有する VAT を送金する義務がある。 

(2) 海外からサービスを提供している事業者で、当該サービスがタイ国内で利用されて

いる場合。ただし、以下の事業者に限る。 

(a) 電子サービスを VAT 登録者に提供する事業者 

(b) 非電子サービスを全消費者に提供する事業者 

  

③ VAT 登録が不要とされる事業者について 

改正により、第 85/3 条（２)に但書きを加え、(a)(b)の条項を加えたことによって、例外的

事業者のみが、VAT 登録が不要とされた。これにより、例外的事業者でない対象事業者は、

VAT 登録義務を負うことが確認された。 

 

第 85/3 条〔改正前〕 

以下の事業者は VAT 登録を不要とする。 



 

 

(2) 海外からサービスを提供している事業者で、当該サービスがタイ国内で利用されて

いる場合。 

第 85/3 条〔改正後〕 

以下の事業者は VAT 登録を不要とする。 

(2) 海外からサービスを提供している事業者で、当該サービスがタイ国内で利用されて

いる場合。ただし、以下の事業者に限る。 

(a) 電子サービスを VAT 登録者に提供する事業者 

(b) 非電子サービスを全消費者に提供する事業者 

 

5. タックスインボイス発行が禁止される事業者について 

改正により、対象事業者はタックスインボイスの発行が禁止された。 

 

第 86/1 条（1/1）〔改正前〕 

規定なし 

第 86/1 条（1/1）〔改正後〕 

(1/1) 海外から電子サービスを提供している事業者で、当該サービスがタイ国内で非 VAT

登録者により利用されている場合。 

 

6. おわりに 

2021 年 6 月 10 日に発行されたバンコク・ポスト紙の報道によれば、財務省財政事務局（Fiscal 

Policy Office）のクラヤ・タンティミット局長が、タイの法律では、タイに恒久的施設（PE）

を持たない企業（以下、「オンライン企業」という）に法人税を課すことは認められていない

ため、現在、財政省では、タイでサービスを提供するオンライン企業に法人所得税を課す方

法を検討していると発言した。その発言は、G7 財務大臣協定における、各国が低税率を維持

することによって多国籍企業の誘致競争を止めるべき旨の定めを受けたものである。このこ

とから、今後、海外に拠点を有するオンライン企業に法人税を課すことに関する法改正が成

立する可能性があるため、今後の動向を注視していく必要がある。 

以 上 

 

 

〈注記〉 

本内容に関し、以下の点ご了解ください。 

・ 今後の政府発表や解釈の明確化にともない、本資料は変更となる可能性がございます。 



 

 

・ 本資料の使用によって生じたいかなる損害についても当社は責任を負いません。 

「One Asia Lawyers」は、アジア各国の法に関するアドバイスを、シームレスに、一つのワン・

ファームとして、ワン・ストップで提供するために設立された日本で最初の ASEAN 及び南

アジア法務特化型の法律事務所です。 

One Asia Lawyers タイ事務所においては、常駐日本人専門家 3 名を含む合計 20 名の体制で対応

を行っております。コーポレート、労務、倒産、訴訟等、現地に根付いたサービスを提供し

ております。 

本記事やご相談に関するご照会は以下までお願い致します。 

yuto.yabumoto@oneasia.legal（藪本 雄登） 

 

藪本 雄登  

One Asia Lawyers タイ事務所代表/メコン地域統括  

One Asia Lawyers の前身となる JBL Mekong グループを 2010 年に設立。メ

コン地域流域諸国を統括。カンボジア、ラオス、タイ、ミャンマー、ベトナ

ムで数年間の駐在・実務経験を有し、タイを中心にカンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナ

ム（CLMV）の各国につき、現地弁護士と協働して各種法律調査や進出日系企業に対する各種

法的なサポートを行う。タイ国内案件、ベトナム国内案件、CLM へのクロスボーダー進出支

援業務、M&A、コーポレート、労務、税務、紛争解決案件等を担当。 

 

藤原 正樹 

One Asia Lawyers 大阪オフィス・タイオフィス兼務 

知的財産案件を広く扱う法律特許事務所に 13 年間在籍し、知的財産法務、営

業秘密を含めた情報関連法務、ソフトウェア法務、WEB サービス関連法務、

その他企業法務及び破産管財業務などに従事し、訴訟案件にも数多く対応し

てきた実績がある。また、著作権の検定問題を複数年にわたり担当し、著作権関連法務も多く

取り扱ってきた。２０２０年からは個人情報保護法、IT 領域を中心にタイ企業法務に関するリ

ーガルサポートを提供している。 
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マーシュ美穂 

One Asia Lawyers タイオフィス兼務 

ネイティブレベルのタイ語を駆使し、現地弁護士と協働して各種法律調査、

労務、コンプライアンス監査、内部通報、相続、その他各種登記業務のサ

ポートを担当。 

 

 

https://oneasia.legal/3724
https://oneasia.legal/3724
https://oneasia.legal/3724

